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議会運営委員会  

 

   日 時   令和４年３月３日（木）午後  時  分～ 

   場 所   全員協議会室  

 

１ 追加議案について 

 （１）概  要 （別添） 

 

（暫時休憩 幹事会へ） 

 

２ 議第１号議案について 

 （１）議案名 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正 

 （２）提案日 ３月７日 

 （３）発議者 （各会派の幹事長） 

 （４）提案理由、質疑、付託 （省略） 

 （５）討論、表決 ３月２３日 

 

３ ３月４日の議事等について 

 （１）決議案について 

    「ロシアによるウクライナ軍事侵攻について、即時停戦を求め、力による現状

変更に断固反対する決議（案）」 

     ○発議者 

 （２）議事日程 

   第１ 一般質問 

  第２ 決議案について（質疑、討論、表決） 

 

 

 

 

【裏面に続く】 

※（   ）内は前回の例 
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４ ３月７日の議事等について 

 （１）議事日程 

   第１ 一般質問 

  第２ 第５５号議案から第６９号議案（提案理由説明、質疑、付託） 

  第３ 第１号議案から第４０号議案（質疑、予算特別委員会設置、付託） 

   第４ 第４１号議案から第５４号議案（質疑、付託） 

   第５ 請願審査について（付託） 

   第６ 議第１号議案 

（２）質疑 

   ①質疑方式、回数（先例・申合せ） 

    ○日程第２（追加提案） 

・一問一答方式により、先に項目数を述べ１項目３回まで 

・項目に制限はないが概ね３項目以内 

    ○日程第３、第４（当初提案） ・一括方式により３回まで（通告制） 

   ②質疑順序 

 ○日程第３（第１号議案から第４０号議案） 

①         ②         ③         

○日程第４（第４１号議案から第５４号議案） 

①         ②         ③         

（３）付託先     付託表（その１）、（その２）のとおり 

（４）予算特別委員  予算特別委員会委員名簿のとおり 

（５）請願      請願文書表のとおり 

（６）討論通告期限（３月９日表決分） ３月８日（火） 常任委員会終了時 

    ○対象 

第５１号議案 川の駅・亀岡水辺公園に係る指定管理者の指定 

第５２号議案 亀岡市都市公園（保津川水辺公園）に係る指定管理者の指定 

第５５号議案から第６５号議案 補正予算１１件 

第６８号議案 亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正 

◎付託表、予算特別委員会委員名簿、請願文書表は議場に持参 

（７）会議予定 

   ①１０：００～ 本会議（一般質問～議第１号議案） 

②  終了後   予算特別委員会（正副委員長の互選） 
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５ ３月８日の会議予定について 

 （１）１０：００～ 各常任委員会 議案等審査 

○対象 

 請願・陳情、第５１号議案、第５２号議案、第５５号議案から第６５号議案 

及び第６８号議案 

 

６ ３月９日の議事等について 

（１）議事日程 

   諸報告（予算特別委員会正副委員長名） 

第１ 第５１号議案、第５２議案、第５５号議案から第６５号議案 

及び第６８号議案（委員長報告～表決） 

 （２）会議予定 

   ①１０：００～ 各常任委員会（委員長報告の確認） 

    ＜議運事前調整＞ 

   ②１０：３０（予定）～ 議会運営委員会 

    ＜会派会議＞ 

   ③１１：３０（予定）～ 本会議（委員長報告～表決） 

   ④午後（予定） 各常任委員会（議案審査） 

    ＜予算特別委員会事前調整（予特正副委員長）＞ 

 

７ 請願について 請願文書表のとおり 

（１）「刑事訴訟法の再審規程（再審法）」の改正を求める意見書の採択と提出を求め

る請願 

＜総務文教常任委員会＞ ※意見陳述希望 

 

 

 

 

 

【裏面に続く】 
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８ 陳情・要望について 

（１）介護施設の人員配置基準の引き上げのために、国に対し意見書の提出を求める陳情 

＜環境市民厚生常任委員会＞ ※意見陳述希望 

 （２）「原則自宅療養」の撤回、必要な入院・療養が保障される医療体制を求める陳情書 

＜環境市民厚生常任委員会＞ ※意見陳述希望 

 （３）保育所等の最低基準（職員配置・面積基準）と、保育士の処遇の抜本的な改善

を求める意見書の提出を求める陳情書 

＜環境市民厚生常任委員会＞ ※意見陳述希望 

 （４）母（毛嘉萍
モウカヘイ

）が中国で不法に逮捕されている件に関する要望 

＜総務文教常任委員会＞ 

 （５）対外的情報省の設立を求める意見書を亀岡市議会は内閣府に提出することに 

関する陳情書【別紙№１】 

 ＜総務文教常任委員会＞ 

 （６）安全・安心の医療・介護・福祉を実現し国民のいのちと健康を守るための国に

対する意見書を求める陳情書【別紙№２】 

＜環境市民厚生常任委員会＞ ※意見陳述希望 

 

９ その他 

 （１）次回の議会運営委員会等 

    ３月９日（水）午前に開催の各常任委員会終了後 議運事前調整（正副議長・正副委員長） 

１０：３０（予定）～ 議会運営委員会 



議第１号議案 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

の一部を改正する条例の制定について 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年

亀岡市条例第２４号）の一部を改正する条例を次のように制定する

ものとする。 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に 

関する条例の一部を改正する条例 

 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年

亀岡市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の１６７．５」を「１００分の１６

２．５」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置） 

２ 令和４年６月に支給する期末手当の額は、改正後の議会の議員

の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第５条の規定にかかわらず、

同条の規定により算定される期末手当の額（以下この項において「基

準額」という。）から、令和３年１２月に支給された期末手当の額に、

１６７．５分の１０を乗じて得た額（以下この項において「調整額」

という。）を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以

上となるときは、期末手当は、支給しない。 

 



 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年亀岡市条例第24号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

(期末手当) (期末手当) 

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条において

これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対してそれ

ぞれ基準日の属する月の別に定める日に期末手当を支給する。 

第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条において

これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対してそれ

ぞれ基準日の属する月の別に定める日に期末手当を支給する。 

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において受けるべき議員

報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合

計額に、6月に支給する場合においては100分の167.5、12月に支給する

場合においては100分の167.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内

の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じて、

当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において受けるべき議員

報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合

計額に、6月に支給する場合においては100分の162.5、12月に支給する

場合においては100分の162.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内

の期間におけるその者の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じて、

当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 

(1) 6箇月の場合 100分の100 (1) 6箇月の場合 100分の100 

(2) 5箇月以上6箇月未満の場合 100分の80 (2) 5箇月以上6箇月未満の場合 100分の80 

(3) 3箇月以上5箇月未満の場合 100分の60 (3) 3箇月以上5箇月未満の場合 100分の60 

(4) 3箇月未満の場合 100分の30 (4) 3箇月未満の場合 100分の30 

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、一般職の職員の

例によるものとする。 
3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、一般職の職員の

例によるものとする。 
附 則 

（施行期日） 
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。 
 （令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置） 



 

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の議会の議員の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定に

より算定される期末手当の額（以下この項において「基準額」という。）

から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて

得た額（以下この項において「調整額」という。）を減じた額とする。こ

の場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給し

ない。 

 



ロシアによるウクライナ軍事侵攻について、即時停戦を求め、 

力による現状変更に断固反対する決議（案） 

 

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は、国家の主権を侵害するとともに

国連憲章に違反し、国際社会の平和と安定を著しく脅かす行為であり、両国

の尊い人命を奪い、多くの人々を苦しめ、深い悲しみに陥れている。 

本市は、世界連邦・非核平和都市宣言を行い、平和の希求を市政の理念と

しており、今回の暴挙は世界平和に背を向ける極めて遺憾な行為で、到底看

過できるものではない。 

その上、ロシア大統領による核兵器の使用を示唆する発言は、本市の立場

から断じて容認できるものではない。 

亀岡市民の生命と財産を守る立場から、ロシアによる攻撃やウクライナへ

の主権侵害に最大限の抗議を行い、即時にロシア軍の撤退と、世界の恒久平

和の実現に向けた国際法に基づく、誠意をもった対応をロシア政府に強く求

める。 

また、日本国政府に対しては、国際連合への働きかけも含めて適切な対応

を明確に打ち出していただくよう求める。 

国際秩序の根幹を揺るがすロシアによるウクライナ軍事侵攻について、即

時停戦を求め、力による現状変更には断固反対するものである。 

 

以上、決議する。 

 

 令和４年３月  日 

 

亀岡市議会 



（令和４年３月議会） 

 
予 算 特 別 委 員 会 委 員 名 簿 

               （22 名）議席順 
 

長 澤   満 

三 上   泉 

冨 谷 加都子 

浅 田 晴 彦 

大 塚 建 彦 

平 本 英 久 

田 中   豊 

並 河 愛 子 

山 本 由美子 

木 村   勲 

赤 坂 マリア 

三 宅 一 宏 

松 山 雅 行 

小 川 克 己 

奥 野 正 三 

藤 本   弘 

木 曽 利 廣 

竹 田 幸 生 

齊 藤 一 義 

西 口 純 生 

菱 田 光 紀 

石 野 善 司 

 



請   願   文   書   表 

                                                                                                                （４年３月議会） 

受理 

番号 
受理年月日 件      名 請 願 者 紹 介 議 員 要             旨 所管委員会 

１ 令 和 ４ 年

２月２１ 日 

「刑事訴訟法の再審

規程（再審法）」の改

正を求める意見書の

採択と提出を求める

請願 

亀岡市西つつじケ丘霧島台

２丁目１１－８ 

 

再審法改正をめざす口丹波

の会 

事務局長 山岡良右 

 

 

三上  泉 

 

（請願の要旨） 

刑事訴訟法の再審規程に、以下の事項を明確にした改

正を求める意見書を採択し、内閣総理大臣、法務大臣等

に提出してください。 

１ 再審に際し捜査で集めた検察官の手持ち証拠を全

面開示すること。 

２ 再審開始決定に対する検察官の不服申立て（上訴）

を禁止すること。 

  

（請願の理由） 

近年、やってもいない事件の被疑者として逮捕・拘

留・起訴され裁判で有罪判決を受け、刑に服した人が裁

判のやり直しを求めて「再審請求」を行い、再審無罪を

実現した事件が相次いでいます。栃木県足利市の女児誘

拐殺人事件の犯人として無期懲役の判決を受けた菅谷

利和さん、茨城県利根町布川で強盗殺人事件の犯人とし

て無期懲役の判決を受けて２９年間も服役した桜井昌

司さん、滋賀県湖東記念病院で人工呼吸器を故意に操作

し患者を死に至らしめたとして懲役１２年の刑に服し

た西山美香さんなどです。 

一方、殺人罪で有罪判決を受けた名張毒ぶどう酒事件

の奥西勝さん、袴田事件の袴田巌さん、大崎事件の原口

アヤ子さんらは、再審の申立てを行い各級裁判所が再審

開始決定を出したにもかかわらず、検察の異議申立てに

よって再審開始決定が取り消され再審公判が開かれな

い状況が続いています。 

刑事訴訟の手続きを定めた法律、刑事訴訟法（全５０

７条）の第４３５条から第４５３条までの１９条に再審

について定めていますが、再審方法のルールについて明

確な規定がないため、裁判官によって審理の方法が異な

り、検察官による証拠不開示も横行しています。また、

再審開始決定が出ても検察の不服申立てにより再審公

判がいつまでも開かれないなどの問題があります。 

無実の人を誤判から救済するためには、「刑事訴訟法

総務文教 

常任委員会 



の再審規程」を改正すべきであるとの機運が高まり２０

１９年５月に「再審法改正をめざす市民の会」が東京で

結成され、日本弁護士会連合会は２０１９年１０月の第

６２回人権擁護大会で「えん罪被害者を一刻も早く救済

するために再審法の速やかな改正を求める決議」を採択

しました。 

以後、「再審法」の改正を求める議会の意見書が昨年

１２月１７日現在１県６９市町村で採択され、「京都新

聞・社説」（２０２１年１２月２０日付）では、「再審制

度の改善 地方議会の後押しが要る」として「地方議会

は人権を守るという点で一致できるはずだ。会派を超え

て議論を深め、国への働きかけを強めて欲しい」と結ん

でいます。京都府内でもこの趣旨の請願が何件か出され

ていますが、残念ながら採択に至っていません。亀岡市

議会議員諸氏の賢明なご判断により本請願を採択し、国

に対して意見書を提出されることを切に願うものです。 

 

地方自治法第１２４条の規定により、上記のとおり請

願書を提出します。  








